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み
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康
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ら
し
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育
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教
室
・
講
座

▼ホームページ
　はこちら

　
三
木
市
一
般
廃
棄
物
（
ご
み
・
生
活

排
水
）
処
理
基
本
計
画
（
案
）
に
つ
い

て
の
意
見
や
提
案
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
期
限
　
10
月
31
日
（木）

▼
計
画
の
公
表
場
所

・
市
役
所
　
2
階
生
活
環
境
課

・
市
役
所
　
3
階
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

・
吉
川
支
所
　
市
民
生
活
課

・
各
市
立
公
民
館

・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▼
提
出
方
法

　
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
意
見
を

明
記
し
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
（市）
生
活
環
境
課
の
窓
口
に
提
出

・
市
民
の
声
の
箱
（
吉
川
支
所
・
各
市

　
立
公
民
館
に
設
置
）
に
投
函

・
郵
送

・
F
A
X

・
メ
ー
ル
（
左
下
の
Q
R
コ
ー
ド
ま
た
は

　
　

publiccom
m
ent@

city.m
iki.lg.jp

）

■問
・
■提
■出
（市）
生
活
環
境
課

　
　
　
　

環
境
政
策
・
消
費
行
政
係

　
　
　
　

　
8
2
ー
9
7
9
2

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

を
募
集

　
年
金
を
含
む
所
得
が
低
い
方
の
生
活

を
支
援
す
る
た
め
に
、
10
月
か
ら
年
金

生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
が
始
ま
り
ま

し
た
。

　
受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提
出
が
必

要
で
す
。
案
内
や
事
務
手
続
き
は
、
日

本
年
金
機
構
が
実
施
し
ま
す
。

▼
対
象

　（
①
②
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
）

①
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る

方
（
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し

て
い
る
方
）

・
65
歳
以
上

・
同
一
世
帯
の
全
員
が
市
民
税
非
課

税
・
前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
の

所
得
額
の
合
計
が
87
万
9
千
3
百

円
以
下

②
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金

を
受
給
し
て
い
る
方

・
前
年
所
得
額
が
「
4
6
2
万
1
千
円

＋
扶
養
親
族
の
数
×
38
万
円（
※
）」

以
下

（
※
）同
一
生
計
配
偶
者
の
う
ち
70
歳

以
上
ま
た
は
老
人
扶
養
親
族
の

場
合
は
48
万
円
、
特
定
扶
養
親

族
ま
た
は
16
歳
以
上
19
歳
未
満

の
扶
養
親
族
の
場
合
は
63
万
円

▼
請
求
方
法

●
平
成
31
年
4
月
1
日
以
前
か
ら
年

金
を
受
給
し
て
い
る
対
象
者

　
9
月
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送

付
さ
れ
た
は
が
き
（
年
金
生
活
者

支
援
給
付
金
請
求
書
）
に
必
要
事

項
を
明
記
し
、
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

●
平
成
31
年
4
月
2
日
以
降
に
年
金

を
受
給
し
始
め
た
対
象
者

　
年
金
の
請
求
手
続
き
と
合
わ
せ

て
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
（
条

件
に
よ
り
対
象
と
な
ら
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
）。

　
詳
し
い
内
容
は
、
日
本
年
金
機
構
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　https://w
w
w
.nenkin.go.jp/

　service/jukyu/sonota-kyufu/

　shienkyufukin/20190805.htm
l

▼
注
意
　
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働

　
省
か
ら
口
座
番
号
を
聞
い
た
り
、
手

　
数
料
な
ど
の
金
銭
を
求
め
た
り
す
る

　
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■問
年
金
生
活
者
支
援

　
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
0
5
7
0
ー
0
5
ー
4
0
9
2

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度
が
開
始

10月からのバス交通の変更
　神姫バスおよび神姫ゾーンバスでは、10月から一部の路線で、利用実態などに即した
ダイヤ改正を実施しました。
　そのうち、市が運行を支援している路線バスの主な改正内容は、下表のとおりです。
時刻表は、市役所や各市立公民館、市ホームページなどで確認してください。
　また、消費税増税に伴い、路線バス全線で運賃が改定となりました。

FAX

■問（市）交通政策課

・土日祝の午後2時30分以降の便の集約・減便

・各ルート6便から4便へ減便

・均衡した運行間隔にするなど、一部の便においてダイヤを変更

・「石野」および「下石野」への運行を取りやめ

・「相野」方面行き最終便を「三木郵便局前」行きに変更

・「清水」から「三木鉄道記念公園前」に経由地を変更
・左回り（77番系統）の最終便を減便 

・一部の便を「平井ぶどう園前」から「細川町公民館」へ延伸
　（社会実験として1年間運行）

・市立公民館などの地域拠点および地域内を運行するルートに変更
・「緑が丘中2丁目」および「青山6丁目」への経由を取りやめ 
・両系統とも、5便から4便へ減便 

三木鉄道代替バス 30・31

系統番号 主 な 改 正 内 容路　線　名

吉川第1～第4ルート 
（よかたんバス）

吉川・口吉川ルート

口吉川・高畑ルート　　

別所第1ルート

別所第2ルート

三木別所観光ルート

平井ぶどう園前・ 
恵比須駅ルート

青山・緑が丘
循環ルート

109

110

61

62

76・77

56

51・52

1 ～ 4

介護保険のお知らせ
利用者負担額・支給限度額の変更

▼居宅サービスなどの支給限度基準額の単位数（1カ月当たり）

　消費税増税に伴い、10月から介護保険サービス利用時の利用者負担
額が変更となりました。また、1カ月に利用できる居宅介護サービスの
支給限度額も引き上げられました。

 • 9月30日までに交付した介護
　保険被保険者証の「区分支給
　限度基準額」欄に記載の単位
　数は、左表のとおり読み替え
　てください。
 • 実際の支給限度額は「単位数
　×10円×事業所が所在する地
　域加算」となります。

■問（市）介護保険課　保険給付係

 5 , 0 0 3
1 0 , 4 7 3
1 6 , 6 9 2
1 9 , 6 1 6
2 6 , 9 3 1
3 0 , 8 0 6
3 6 , 0 6 5

 5 , 0 3 2
1 0 , 5 3 1
1 6 , 7 6 5
1 9 , 7 0 5
2 7 , 0 4 8
3 0 , 9 3 8
3 6 , 2 1 7

2 9
5 8
7 3
8 9
1 1 7
1 3 2
1 5 2

9月まで要介護度
要 支 援 1
要 支 援 2
要 介 護 1
要 介 護 2
要 介 護 3
要 介 護 4
要 介 護 5

10月から 引き上げ額

65歳になられた方などに、順次、介護保険料の納付書を送付
　65歳になると、三木市介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料を納付していただくこととなりま
す。なお、しばらくの間は年金からの天引きにならず、納付書で納めていただくこととなります。
　また、市外から転入した場合や所得の変更を申告した場合なども、年金からの天引きが中止され、しば
らくの間は納付書による納付に切り替わります。
　対象の方には、順次、納付書をお送りしますので、期限までに金融機関などの窓口で納付をお願いします。

▼メールは
　こちら
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